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概要書面 

 

この書面は、当社のサービス及び商品の内容をご理解いただくために、特定商取引法第 19 条に基づきお渡

しするもので、契約書ではありません。この書面の内容を十分にお読みください。 

 
１．事業者の名称、住所、電話番号、事業代表者の氏名 

株式会社 Branding Career  

東京都渋谷区渋谷 2 丁目 22 番 3 号 渋谷東口ビル 6 階 

代表取締役 CEO 佐地 良太  

 

問い合わせ宛先：career boost 運営事務局 

問い合わせメールアドレス cb_support@b-engineer.com 

問い合わせ電話番号：03-6416-9265 

 

２．契約締結担当者、締結年月日 

契約締結担当者：契担当者名が記載されます 

契約締結日：締結日が記載されます 

 

３．商品の種類、商品名、役務の対価（利用料金） 

商品の種類：キャリアスクール、コーチングスクール 

商品名：career boost 
利用料金 

コース名 税込金額 

自己分析コース ¥704,000 

思考力強化コース ¥957,000 

総合力強化コース ¥1,210,000  

応用実践強化コース ¥1,463,000  

IT エンジニア転職コース（Ruby/PHP) ¥1,650,000  

 

４．対価の支払時期、方法 

申込者は、当社に対し、第２項に定める利用料金を、当社が定める以下の支払期限までに以下に定める方法によ

り支払うものとします。 

 

利用料金：一括支払 
利用料金は、受講開始日の 10 日前までに、以下のいずれかの方法によりお支払いください。10 日前までにお支

払がない場合は受講日を変更していただく可能性があります。 

◯銀行振込一括払い（振込期限については、受講開始日の 10 日前までとします。振込手数料は申込者にてご

負担ください。） 

◯クレジットカード払い（決済期限については、受講開始日の 10 日前までとします。） 

◯ショッピングクレジット（以下、「教育ローン」といいます。手続完了期限については、受講開始日の 10 日前ま

でとします。） 

・当社の提携する信販会社のサービスをご利用いただくことで、分割（1 回～60 回）でのお支払が可能とな

ります。ご利用いただく際には別途お申込み・審査が必要となります。 

・支払回数等は提携する信販会社とのご契約内容に準じます。詳しくは提携する信販会社との契約をご確

認ください。 

※月額料金との合算決済となりますので、初期費用のみ教育ローンをご利用いただくことはできません。 

◯その他当社が指定する方法 

 

 

追加コース（オプションカリキュラム）受講料金 

   追加コース（オプションカリキュラム）を申込まれた場合の受講料金は、受講しているコースの受講期間終了日の

15 日前までに、以下のいずれかの方法によりお支払いください。なお、応用実践強化コースを受講されている場
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合は、オプションカリキュラムはすでにコースに含まれているため追加での申し込みはできません。 

   ◯銀行振込一括払い（振込手数料は申込者にてご負担ください。） 

◯クレジットカード払い 

 

５．役務の提供時期、提供期間  

 

コース名 期間 

自己分析コース 1 か月 

思考力強化コース 2 か月 

総合力強化コース 3 か月 

応用実践強化コース 4 か月 

IT エンジニア転職コース（Ruby/PHP)  6 か月〜 ※ 

※IT エンジニア転職コースは受講するコースによって期間が変更になります。詳細は tech boost の概要書面を

ご確認ください。 

 

６．クーリング・オフに関する事項 

⑴ クーリング・オフが可能な期間 

・申込者は、この書面を受領した日から起算して８日を経過するまでは、書面又は電磁的記録（電子メール

等）をもって契約の解除（以下、「クーリング・オフ」といいます。）を行うことができ、その効力は申込者がクー

リング・オフする旨の書面又は電磁的記録を発したときに生じるものとします。 

・申込者が、当社がクーリング・オフに関する事項について不実のことを告げたことによりその内容が事実であ

ると誤認し、又は当社が威迫したことにより困惑したことによって、上記の期間を経過するまでにクーリング・

オフを行わなかった場合には、申込者は、当社がクーリング・オフに関する上記の妨害の解消のために必要

事項を記載して交付する書面を受領し、その内容について説明を受けた日から８日を経過するまでは、書面

又は電磁的記録（電子メール等）によりクーリング・オフをすることができます。 

 

⑵ 上記期間内にクーリング・オフがあった場合 

・当社は申込者に対し、クーリング・オフに伴う損害賠償及び違約金の支払を請求することはありません。 

・既にサービス利用契約（career boost 利用規約（以下、「利用規約」といいます。）第 2 条で定義します。）に

基づいて当社が提供した商品及び役務の対価等の支払を請求することはありません。 

・当社がサービス利用契約に関して申込者から金銭を受領しているときは、速やかに、その全額を返金いたし

ます。 

・当社が提供した役務により、申込者の土地又は建物その他の工作物の現状が変更された場合は、当社に

対し、その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができます。 

 

７．契約の解約に関する事項 

⑴ オプションカリキュラムの受講・追加等 

・自己分析コースにおいて、申込者が追加コース（オプションカリキュラム）の利用を希望する場合、自己分析コースの

受講期間終了日の 15 日前までに、当社が定める方法により追加コース（思考力強化カリキュラム、総合力強化コー

ス及びオプションカリキュラム）の申込み及び受講料金の支払を完了することで、当社が定める所定の日より追加コ

ースを利用することができるものとします。ただし、追加コースの申込者が自己分析コースのカリキュラムの受講をす

べて完了せず、未受講部分について利用規約第 4 条第 2 項の期限までに再受講の申込みをしなかったときは、申

込者はオプションカリキュラムを受講することはできず、追加コースの利用にかかる契約を解約したものとみなします。

この場合、当社から申込者に対する請求及び返金については、以下⑶に従うものとします。 

・思考力強化コースにおいて、申込者が追加コース（オプションカリキュラム）の利用を希望する場合、思考力強化コ

ースの受講期間終了日の 15 日前までに、当社が定める方法により追加コース（総合力強化コース及びオプションカ

リキュラム）の申込み及び受講料金の支払を完了することで、当社が定める所定の日より追加コースを利用すること

ができるものとします。ただし、追加コースの申込者が思考力強化コースのカリキュラムの受講をすべて完了せず、

未受講部分について利用規約第 4 条第 2 項の期限までに再受講の申込みをしなかったときは、申込者はオプショ

ンカリキュラムを受講することはできず、追加コースの利用にかかる契約を解約したものとみなします。この場合、当

社から申込者に対する請求及び返金については、以下⑶に従うものとします。 

・総合力強化コース又は IT エンジニア転職コースの申込者が追加コース（オプションカリキュラム）の利用を希望する

場合、総合力強化コースの受講期間終了日の 15 日前までに、当社が定める方法により追加コースの申込み及び受

講料金の支払を完了することで、当社が定める所定の日より追加コースを利用することができるものとします。ただし、
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追加コースの申込者が総合力強化コースのカリキュラムの受講をすべて完了せず、未受講部分について利用規約

第 4 条第 2 項の期限までに再受講の申込みをしなかったときは、申込者はオプションカリキュラムを受講することは

できず、追加コースの利用にかかる契約を解約したものとみなします。この場合、当社から申込者に対する請求及び

返金については、以下⑶に従うものとします。 

 

⑵ サービス利用契約の解約 

・申込者は、クーリング・オフ期間の経過後、受講期間内（受講期間内に追加コース、再受講の申込みをし、受講期間

が延長された場合は、延長された受講期間をいう。）において、申込者にやむを得ない事情がある場合に限り、当社

が別途定める解約手続（以下、「解約手続」といいます。）を行い、次項に定める金額を当社に支払うことによって、

解約手続を完了した日（以下、「解約日」といいます。）をもってサービス利用契約の解約ができます。なお、申込者

が当社に対して解約の申入れをした場合であっても、解約手続に不備があった場合は解約とはならず、当社の定め

に従って解約手続を完了した日を解約とします。 

 

⑶ 請求及び返金に関する事項 

・⑵によりサービス利用契約が解約となる場合、申込者は、以下に定める利用料金を支払う義務を負います。この場

合当社は、申込者に未払い分がある場合は申込者に対しその支払の請求を行うものとし、当社が以下に定める利用

料金の合計額を超過して利用料金を受領していた場合は、当該超過分の利用料金を申込者に返金するものとしま

す。なお、返金方法についてはお支払方法により異なります。 

n 本サービスの受講開始前 

契約締結及び履行、システム利用等に係る事務手数料（入学金）：50,000円 

n 本サービスの受講開始後 

以下①から④を合計した金額（サービス利用契約の解約日までに提供された本サービスの対価に相当す

る額） 

① 契約締結及び履行、システム利用等に係る事務手数料（入学金）：50,000円 

② 教材：360,000円 

 動画カリキュラム：30,000円 

学習管理シート：225,000円 

ワークシート：105,000円 

③ コーチング：コーチング合計費用を全コーチング回数で除した金額に受講回数を乗じた金額 

④ その他サービス（デイトレ、Slack コミュニケーション等）：合計費用に対する受講開始日から解約日ま

での日割りによる金額 

n 手数料 

利用料金の返金にかかる手数料は当社の負担とします。 

 

◆クレジットカード払いの注意点 

    クレジットカードをご利用の場合の精算は、クレジットカード会社所定の方法によりますので、詳しくはクレジッ 

トカード会社との契約をご確認ください（ご負担いただく利用料金は上記のとおりです。ただし、クレジットカ

ード会社に対する費用が別途必要な場合がございます。）。 

※お支払回数、お引落日等詳細は、クレジットカード会社までお問合せをお願いいたします。 

 

◆手数料及び教育ローンの注意点 

割賦契約をご利用の場合の精算は、提携する信販会社所定の方法によりますので、詳しくは提携する信販会

社との契約をご確認ください（ご負担いただく利用料金は上記のとおりです。ただし、提携する信販会社に対

する費用が別途必要な場合がございます。）。 

※お支払回数、お引落日等詳細は、提携する信販会社までお問合せをお願いいたします。 

 

８．割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項 

クレジットカードや教育ローンを利用されるなど、割賦販売法の適用がある場合には、割賦販売法に基づき、一定

要件のもと当社に対して生じている事由をもってその支払請求に対抗できます。詳しくはクレジットカード会社、提

携する信販会社との契約をご確認ください。 

 


